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要約　平成18年より中学校での「通級による指導」が制度化され早10年余りとなる。中学校通級指導教室の
歴史は浅く、先行研究もまだ数は多いとは言えない。　
　本研究では、中学校通級指導教室（以下「通級」と表現する）に関する先行研究論文を調べ、中学校の通
級の取組はどうあるべきかを分析し、それぞれの特徴の目標、結論、評価でまとめ、これからの中学校の通
級の在り方について検討した。その結果、通級の役割は定着しつつあると考えられ、中学校の通級の取組で
必要なことを１）連携、２）教師にとっての教育的効果、３）組織、４）中学校通級の役割の4点にまとめた。
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Ⅰ．問題の所在と目的

　平成5年、学校教育法施行規則の一部改正から小中
学校において、以前から各自治体などで必要に応じて
行われていた「ことばの教室」等が「通級による指導」
として制度化された。ただし学習障害等の児童生徒は

検討課題となっていたが、平成18年、学校教育法施行
規則の一部改正から、自閉症者、情緒障害者、学習障
害者又は注意欠陥多動性障害者に該当する児童生徒が

「通級による指導」の対象とすることができるように
なった。その結果、文部科学省の平成29年度通級によ
る指導実施状況調査結果（図1 １））に示したように、
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中学校では平成5年度では296人であったのが、特別支
援教育の本格的実施が始まった平成19年度では2,162
人、さらに平成29年度では11,950人となり、平成30年
度で14,281人の生徒数と増加している２）。
　制度においても、平成29年3月に公立小中学校等に
おける通級による指導の教員定数が13人に1人と基礎
定数化された（平成29年3月、義務標準法改正）。教員
の加配定数分を基礎定数化することによって、平成29
年度より10年かけて、通級指導教室（以下、通級と表
現する）が多くの市町村で設置される大きな契機と
なっている。
　近年の特別支援教育に関する動向において、文部科
学省のまとめでみると、平成18年12月に国連総会にお
いて障害者権利条約を採択、平成19年4月から特別支
援教育の本格的実施、平成19年9月に障害者権利条約
署名、平成23年8月に改正障害者権利条約署名、平成
24年7月『共生社会の形成に向けたインクルーシブ教
育システムの構築のための特別支援教育の推進』、平
成25年9月就学制度改正、平成26年１月障害者権利条
約批准、平成27年11月障害者差別解消法に基づく文部
科学省所管事業分野の対応指針の策定、平成28年4月
障害者差別解消法施行、平成28年6月改正児童福祉法
施行、平成28年8月改正発達障害者支援法施行、平成
29年1月総務省「発達障害者支援に関する行政評価・
監視」調査結果・勧告及び文部科学省の対応方針策定、
平成29年4月新特別支援学校幼稚部教育要領、小学部・
中学部学習指導要領公示、平成30年2月「心のバリア
フリー学習批准会議」提言取りまとめ、平成30年3月
第四次障害者基本計画閣議決定、平成30年4月高等学
校等における通級による指導の制度化、平成30年8月

「個別の教育支援計画」を作成することについて省令
に規定、平成30年9月『小・中学校段階の病気療養児
に対する遠隔教育の取り扱いについて（通知）』、平成
31年1月『文部科学省　障害者活躍推進プラン②、発
達障害等のある子供達の学びを支える〜共生に向けて

「学び」の質の向上プラン〜』、平成31年3月学校にお
ける医療的ケアの実施に関する検討会議「最終まとめ」
など、平成18年から平成31年までの動きを見ても、急
速に国が施策等を定め、動いていることがわかる３）。

　このように、国の施策も急速に変化していることか
ら、様々なマスメディアも情報を発信してきている。
その結果、本人はもとより周りの児童生徒、保護者、
教員に関して特別支援教育への理解が少しずつ浸透し
てきており、中学校での通級が各都道府県において、
設置数が増え、通級を利用する生徒が増えてきている
と思われる。そもそも通級は小・中学校の通常の学級

に在籍する軽度の障害がある児童生徒に対して、各教
科等の授業は通常の学級で行いつつ、障害に応じた特
別の指導を特別の場で行う特別支援教育の一つの形態
である。実際、対象となる障害の種類は、「言語障害」

「自閉症」「情緒障害」「弱視」「難聴」「学習障害」「注
意欠陥多動性障害」「肢体不自由」「病弱及び身体虚弱」
であり、その程度は通常の学級での学習におおむね参
加でき、一部特別な指導を必要とするものとなってい
る。通常の学級に在籍する児童生徒が授業を抜けて、
別の場所で授業を行えるようになってきたのは、支援
の必要性の理解が広がってきているからと考えられ
る。
　また、平成30年8月には、文部科学省は学校教育法
施行規則において、個別の教育支援計画の作成を小・
中学校、高等学校（中等教育学校の前期・後期課程を
含む）における通級による指導を受けている児童生徒
について準用する規定を新設した３）。これにより、中
学校においての通級の役割も、小学校の引継ぎはもと
より、高校との連携も踏まえた役割が一層深まってい
くことにつながると思われる。
　筆者はA県の通級指導担当者であり、昨年度より通
級指導を開始した。1年間実践したなかで、不登校生
徒を3名、学習上の課題を持つ生徒を7名、ソーシャル
スキルなどの課題を持つ生徒を4名受け持った。実際
取り組むと、教員や生徒、保護者への通級の啓発、担
任との連携、また、通級の対象とはされていない不登
校生徒を支援していくことなど、様々な課題として見
えてきた。今までは机上の論理で通級を見てきたが、
実際通級担当になると、通級が必要とはわかるが、で
はどのように取り組むことで、校内の教員が通級を理
解し、多忙ななかでどう教員同士の連携をしていけば
よいか、不登校支援はいいのだろうかなど、先行研究
を基に、中学校の通級の取組はどうあるべきかをきち
んと理解しておく必要があると考えた。
　本稿の目的は、中学校の通級が開始されてから、通
級についてどのように教師間に浸透して、理解を得て
いるのか、さらには中学校の通級の役割は何かについ
て、中学校の通級に関する先行研究を通して明らかに
することである。

Ⅱ．対象および方法（先行研究論文の選択の経過）

　国立情報研究所が提供するCiNii Articlesを用いて
電子検索を行い、以下の手順で対象とする先行研究論
文を抽出した。
①  「中学校」「通級指導」を検索演算式とし、発表年

は平成19年（2007年）から定め文献を検索した。
②  文献の選択基準は、自閉症・情緒及び、LD等の通



―  29  ―

中学校通級指導教室における取組と課題

級に関する論考、調査研究、事例研究、実践報告、
会議記録（学会発表の抄録等）を含めた。

③  検索時期は2019年12月〜 2020年1月である。
④  ①の検索演算式で電子検索された論文を対象に、論

文の内容を②の基準に基づいて確認した結果、2007
年〜 2019年に発表された47件の「中学校」「通級指
導」についての論文が検索された。

⑤  ④の47件の論文内容を調べた結果、18件が自閉症・
情緒及びLD等の通級に該当するため、分析対象と
した。

⑥  キーワードとして、「学習」「二次障害」「思春期対応」
「不登校」「進路指導」「個のニーズ」「自己理解」「自
立活動」「合理的配慮」「連携」に注目し、対象論文
の要旨の中でどのように扱われているのか検討し
た。

Ⅲ．結果　

１．課題項目について
１）通級の役割と課題項目として「学習」「二次障害」

「思春期対応」「不登校」「進路指導」「個のニーズ」「自
己理解」「自立活動」「合理的配慮」「連携」の10項目
を挙げて、それぞれの論文の要旨からキーワードを読
み取った。（表1）
　その結果、見えてきたのは、18論文中17件までが「連
携」の項目を挙げており、続いて「進路」「学習」「自

己理解」が約半数記載されていた。さらに中学校通級
の役割が、心理的な発達に並行して、「自己理解」の
重要性、佐々木ら（2012）５）が述べているように、
高校受験に関わって「進路」の項目が多くなること（こ
こで使用する「進路」は高校進学に向けての狭義の「進
路」を意味する）、また小学校に引き続き通級の役割
である「学習」の支援の必要性が先行研究のなかから
垣間見られた。
２）各先行研究論文の「通級」に対する発表目的の検
討を行い、それぞれの論文の発表目的と結論が、「中
学校の通級」に対してどのような観点に立って論述さ
れているか、またこれからの中学校の通級で必要なこ
とが論述されているかを整理した。
　具体的には各論文の論述が実際の取組が中心なの
か、それとも取組を踏まえ、課題を具体的に分析を行っ
ているかを調べ、また分析を行った課題のみで終わっ
ているのか、課題の解決、もしくは今後通級の現場で
取り組めていけるのかを、以下の①〜③として分類し
た（表1）。
　①「実践の取組」を述べたものである。
　  ②「実践の取組」を踏まえ、「分析」をもとに課題

のみを述べているものである。
　  ③「実践の取組」を踏まえ、「分析」をもとに課題

の解決を述べているものである。（表2）
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２．先行研究論文の特徴とタイプについて
　2007年からの論文を見ると、2006年度から新たに通
級指導の対象としてADHD、学習障害、自閉症は学
校教育法施行規則に規定されたところなので、2007年
〜 2010年は中学校通級の実践は少なく、また中学校
通級を始めた先進校から見えてくる課題を書かれたも
のであった。
　しかし、2012年以降は中学校通級での指導の取組や、
在り方についての具体的な記述のものが増えているの
と同時に、掲載論文も多くなっている。指導の対象が
広がり、5年経過したなかで、先進校では一定の取組
の成果と課題が見えてきているものと思われる。
　先行研究論文の特徴として、中学校の通級の指導が
始まってまだ10年足らずなので、実践の取組を紹介し
ている論文が多く、普遍性を述べているところまでは
難しいと思われる。また、地域によっての取組の進み
具合が違うことも先行研究論文から傾向が見られる。
　先行研究の論文を分類した結果、表2の分類から見
て、①②③とも6題ずつであるが、分類の傾向としては、
2007年当初は中学校通級に対して①の分類すなわち課
題が多く、困難な現状が読み取れた。しかし、2015年
以降は課題を踏まえて、具体的に中学校通級について
の役割を捉え、課題解決も記述されているものが見ら
れるようになった。このことは、10年足らずのなかで、
中学校の通級の一定の効果が見えてきていると思われ
る。
　これを踏まえて、筆者が分類した③の6件の各論文
の目的を記載し、各論文の中で今後の中学校通級での
役割と課題について、結論として述べられている部分
を紹介する。その上でそれぞれの論文の評価を行う。
なお、各論文の記述をそのまま引用する場合は隅付き
括弧【】、引用の記述を途中で省略する場合はスラッ
シュ記号／を用いた。
　本稿では、中田の論文の書式を参考にしてまとめた
４）。

１）佐々木ら（2012）の特徴５）

＜目的と結論＞
　この論文の目的については、【秋田県の中学校にお
ける通級指導教室の現状を把握するとともに、指導や
教室運営上の課題を明らかにし、その解決のための方
策について検討することとした。】と記載されている。
　結論としては、通級の役割と課題として、以下の4
点が記載されている。
(1)【「中学校通級指導教室の課題は「指導」「連携」「通
級担当者の心的負担」「通級指導教室の運営」に分類
された。また、その中に「思春期対応」「教科担任と

の連携」「進路選択への支援」など小学校にはない中
学校特有の課題もあることが明らかになった。】と記
載されている。
(2)「思春期対応」として、【特別な教育的ニーズのあ
る子どもたちとその周囲の子どもたち双方への配慮を
しながら通級しやすい環境を整える必要がある。】と
記載されている。
(3)「教科担任との連携」については、教師間での生徒
の実態や具体的な支援等について情報を共有しながら
対応していくことが求められるも、連携の難しさが示
唆されている。解決策として、個別の指導計画の活用
があげられていて、簡潔な文で記載できるような配慮
と様式の工夫、また通級担当者が講師となり個別の指
導計画作成に関する研修会を行うことで、校内の作
成・活用に向けた意識の高まりにつなげたケースも実
践例として記載されている。【工夫次第ではその活用
に向け動き出せる可能性があり、そのきっかけづくり
を通級担当者が担い、連携に向けた足掛かりをつくる
ことができると考える。】と記載されている。
(4)「進路選択への支援」については、【通級担当者が
重要なキーパーソンの一人である】ことと、【高等学
校への接続、すなわち移行支援をどうするかなどの課
題もあり、／通級担当者の専門家としての役割も大き
い。】ことと、【進路選択にあたっては本人の自己選択・
自己決定を何よりも大切にする視点が必要であり、／
本人の自己理解をすすめるための指導が重要な役割で
あること】と記載されている。　
＜評価＞
　佐々木らは、当時秋田県では、全５校の中学校の通
級が設置されていたが、一からのスタートであったた
め、指導や教室運営上の課題を明らかにするため、担
当する教員5名に対し、半構造化面接インタビュー調
査を実施し、通級の現状と課題について質問、KJ法
に準じてカテゴリー化し検討した。その内容を分析し
た結果を目的(1)で述べた。その４つをさらに佐々木ら
は分析をし、中学校通級における課題として、1)思春
期対応、2)教科担任との連携、3)不登校生徒への支援、
4)障害受容（自己理解）の促進、5)進路選択への支援
を挙げている。
　思春期対応については、佐々木らは目的と結論(2)で
述べているが、連携ツールとして必要性を感じている
通級担当者側と担任側の温度差があるなかで、中学生
の生活上の課題、問題行動など、表面上に現れる課題
を先に解決していかなければならないという中学校教
師が感じる特有の多忙感や意識があることを理解し、
その策を講じる必要性を課題としている。学校全体か
らみると、通級指導担当者のみからの発信では、一筋
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縄ではいかないことも考えられる。この部分は教員同
士の連携の上で、今後の課題になると筆者は考える。
　しかしながら、今後「教科担任との連携」について
は課題はあるが、個別の指導計画の有効活用が連携で
きることを示唆し、通級担当者がきっかけづくりを担
い、足掛かりをつけることで、展望が見られる。
　また、「進路選択への支援」も本人の自己理解をす
すめる指導こそが通級の役割であると佐々木らは述べ
ているが、通級指導のベースである「自立活動」のな
かの自己理解の部分にも当てはまり、進路選択に向け
て通級の大きな役割を実感した。
２）横山ら（2015）の特徴６）

＜目的と結論＞
　この論文の目的については、【校内の職員に通級指
導教室に対する理解を深めてもらうために行った通級
指導教室の授業公開の実践について検討することにし
た。】とし、【具体的には、通級指導教室の授業を公開
することによって通級指導教室に対する校内職員の意
識がどのように変化していったのか、授業感想カード
の自由記述をもとに検討し、今後の理解啓発のあり方
について考察した。】と記載されている。　　
　この論文の結論として、【学校通級指導教室は小学
校に比べ整備が遅れ、校内の職員にもよく理解されて
いないなど、多くの課題を抱えている。／中学校の職
員に通級指導教室を公開することによって、参観した
職員の生徒に対する見方が変わり、意識も変化してい
た。／通級指導教室の授業公開は、校内で通級に対す
る理解啓発と連携を進めるうえで、有効な取り組みで
あることが明らかとなった。】と記載されている。
＜評価＞
　中学校の通級に対する理解啓発と連携を進めるため
に、２つの公開授業の実践を行っていて、１つは横山
自身が、もう１つは別の通級担当が行ったものを、授
業を参観した校内職員の自由記述による感想の内容に
応じてKJ法によりカテゴリー化し検討している。職
員の感想の内容を分析すると、1例目は「生徒の姿」「支
援の在り方」「通級の重要性」が挙げられており、2例
目は「感心した点」「気になる点」「障害理解の大切さ」
が挙げられた。公開授業を行うことで、参観した職員
の生徒に対する見方を変えられた。職員の感想から、
生き生きと学習している生徒の姿を見て、ニーズに応
じた支援の在り方が生徒の力を大いに発揮でき、通級
の重要性を理解し、「百聞は一見に如かず」で意識変
化が大いに見られたことが示されている。公開するこ
とで通級の理解啓発が進められ、連携が広がっていく
ことは、通級担当者として大きな励みになることを実
感した。ただ、もう一つ指摘していることは、授業を

見てもらうだけでは、授業の目的である、「自立活動」
が、参観者の理解を得るには限界があるということを
示唆しており、何を伝えるかを明確にしておくことが
必要であるということを示唆している。通級では「自
立活動」をベースにした授業を行っていることを、今
後どう職員に伝えていくかが課題である。
３）鈴木ら（2016）の特徴７）

＜目的と結論＞
　この論文の目的については、【これまでの中学校通
級指導教室に関する実践・研究の動向を整理し、課題
と今後の展望を考察した。】と記載されている。いわ
ゆる通級だけでなく、中学生の発達障害に関わる先行
論文研究としている。
　この論文の結論としての、中学校の通級における重
要な視点については【①心理的葛藤や二次障害を防ぎ、
社会適応や学校適応、適切な進路支援を行うため中学
校通級指導教室では「自己理解」を深める支援が必要
とされていること。②不登校生徒を支援している実態
があり、学校不適応の未然防止や初期対応、内発的動
機づけを高める場としての意義があること。③「教科
の補充」においては通常の学級との連続性と個別の指
導計画を活用した系統性が重要であること。④通級に
よる指導を受ける生徒への適切な支援のためには、保
護者の心理状態への配慮や障害への理解促進が必要で
あること。⑤移行支援を含めた進路支援が必要とされ
ていること。⑥教科担任制である中学校において、特
別支援教育の意義や理解促進のためには、通級担当者
の校内におけるリーダーシップが鍵となること。】と
記載されている。また、【一方、中学校において通級
担当と／特別支援教育コーディネーターを兼務するこ
とにより役割が明確化され、心的負担を軽減する可能
性があることが示されていた。】と記載されている。
＜評価＞
　鈴木らは先行研究に示された中学校通級における支
援内容として、1)学校不適応・不登校への支援、2)教
科の補充、3)進路支援、4)保護者支援と連携、5)学級
担任・教科担任へのコンサルテーションの5点をあげ
ている。
　鈴木らの論文によると、どの項目も先行論文での実
践が挙げられてきていて、2016年頃になると、中学校
の通級も広がってきていると思われる。
　この論文から、中学生の時期は思春期特有の難しさ
故に、二次障害を予防する上でも、中学校の通級の役
割として「自己理解」につなげる支援が重要であるこ
とが確認できた。また通常の学級の担任はもとより教
科担任、進路先のそれぞれの連携、保護者への支援と
連携が大切である。そのため通級担当は専門性を必要
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とされるものであり、適切な教員配置が求められてい
ることと、通級担当者に対する研修機会の必要性もこ
の論文から再確認できた。この論文のなかで、鈴木ら
は、通級担当者は校内でのリーダーシップが必要であ
るが、コーディネーターとの兼務が校内での明確な役
割となり、連携の位置づけにもなると述べている。先
行研究が進むにつれ、通級の役割も明確になってきた
が、通級担当者の業務の負担も考えていかなければな
らないと思われた。
４）増田（2016）の特徴８）

＜目的と結論＞　
　この論文の目的については、【インクルーシブ教育
を具現する制度の一つが通級における指導である。／
通級利用できる環境づくりが中学校の課題となる。環
境づくりは障害者にとって身近な市区町村の教育分野
で具体的に描かれねばならない。そしてまちづくりの
教育施策において国際的理念のノーマライゼーション
を実現する構図になる。この施策づくりに寄与する為
に／中学校通級教師の詳細な声を拾い集め、／問題、
課題、支援の効果に分け、計画実務で利用できるよう
にした。】と記載されている。
　この論文の結論は、問題として、【健常生徒の態度、
通級生徒の困り感、問題行動、通級への態度、通級教
師の心情、連携態勢、学校の施設環境において問題が
指摘できる】と記載されていて、また課題として、【保
護者支援、進路支援、学校の連携態勢が重要な課題】
と記載されている。そして支援の成果として、【健常
生徒の態度変容、通級生徒の学習意欲や友人関係、教
師の支援方法の変化、学校の支援態勢】を記載し、【通
級においては連携が強調される。／様々な形の連携が
強調されるところが通級も含め障害者教育そのものの
特徴となっている。】と記載されている。
＜評価＞
　この論文は、【平成12年1月〜平成18年3月の『月間
実践障害児学級』学研の中の通級担当の中学校教師の
体験報告14作品と、平成19年２月〜平成28年5月の『特
別支援教育研究』全日本特別支援教育研究連盟機関誌
の中の同体験報告11作品から得られた問題と課題、支
援の成果に、平成27年12月と平成28年1月時点のWEB
検索（12月は特別支援教育、1月は通級指導教室で、
それぞれ問題、課題、支援の効果毎に検索）により中
学校教師の調査報告等４点から得られた問題と課題、
支援の成果を加え、一覧表を作成した。】と記されて
いて、中学校の通級担当者の詳細な声をまとめたもの
である。
　増田はリサーチプランナーズで、教育関係の立場で
はなく、まちづくりの立場として障害者教育をテーマ

に論じているところが興味深い。そして、中学校通級
に焦点を当てていることも、今後のまちの在り方を示
唆していると思われる。
　「支援の成果」のなかで、増田は【①健常生徒は通
級生徒を深く理解する。②通級生徒は学習意欲が向上
する。③通級生徒は友人関係が改善できる。④通級教
師は個別の指導計画を作成すると周囲に対して支援や
協力の願いが容易になる。⑤学校全体で自然に通級支
援に取組む雰囲気になる。】と記載されている。
　通級に通う生徒が変化していくなかで、教師はもち
ろんのこと、通常学級の生徒の見る目が変わる。その
ことによって、通級生徒は通常学級での居心地がよく
なる成果がみられるということである。今までの３つ
の論文とは違い、通級に通う生徒の変化が、教師や通
常学級の生徒の見る目を変えると述べている。通級に
通える生徒は、通級に通うことを納得している場合が
多いので、教科の授業を通級の時間に替えても、成果
が出てくると思われる。しかし、通級に通うことを拒
む生徒は、中学生ともなると通級に通うことをしない
方が多いと考えられるので、そのような生徒の実態は、
成果には表れてきていないと思われる。中学校では、
支援が必要であるが、支援を拒む生徒に対して、どう
アプローチしたらよいかが課題であることは他の論文
に記載されていた。思春期の難しさに関しては、この
論文は明確にできていないと思われる。しかし、教育
現場以外のところから、ノーマライゼーションを実現
する構図の施策づくりに寄与する為に、中学校の通級
に視点を当てていることに、筆者は共感を得た。
５）都築ら（2016）の特徴９）

＜目的と結論＞
　この論文の目的については、【通常の学級と通級指
導教室が一体的に支援していく体制づくりを構築して
いくための基礎資料を提供しようとした。具体的には，
通級指導教室の対象児の教科外の活動の支援として通
常の学級の担任と通級担当者が連携しながら校外学習
を支援する実践を試みた。本稿では，こうした実践事
例を通してインクルーシブ教育システムにおける通級
指導教室と通常の学級の連携の在り方について論及す
る。】と記載されている。
　また、【今回の実践は，インクルーシブ教育システ
ムの構築に向けて通常の学級と通級指導教室の支援の
連携を自立活動の視点から行った。】と記載されてい
る。
　この論文の結論として今後の通級担当者の役割を以
下のようにまとめている。【1）通級指導教室が校内の
インクルーシブ教育システムのセンター的機能を果た
せるように職員間の協働体制を促進していく。 2）通
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級担当者に時間的なゆとりを確保し，校内の授業を参
観したり，休み時間に子どもの様子を観察し，職員間
における子どもの学びの情報共有に貢献していく。 3）
校内研修において個々の子どもに応じた通級指導教室
と通常の学級の支援の在り方を協議する際に，必要な
資料を提供し，議論を推進していく。4）保護者，学
級担任，通級担当者の三者が話し合う機会を積極的に
設定していく。5）通級担当者は，個別の教育計画や
個別の指導計画の策定や評価のスキルを高め，校内の
教職員に助言していく。】と記載されている。
＜評価＞
　この論文では、通級の対象児の教科外の活動の支援
として、学級担任と通級担当者が連携しながら校外学
習を支援する実践を試みた具体的な事例を通して、イ
ンクルーシブ教育システムにおける通級と通常の学級
の連携の在り方について論究している。実践事例は小
学生から中学生を対象としている。通級担当者が突発
的な、場当たり的な指導にならないように、学級担任
が通級担当者と情報を共有して、通級で事前指導を行
えるようにしている。この結果、【個別の教育支援計
画や指導計画を再確認し、通級担当者と学級担任と相
談しながら、計画の見直しを行うことができ、子ども
への支援の協議が促進されるという副次的な効果も見
られた。】と記載されている。これは、個別の教育支
援計画を通して通級担当と通常の学級の担任が見返
し、持続的な支援を見出していく大切さを示唆してい
る。また、支援の必要な対象児に対し、通級担当者任
せにするのではなく、通常の学級の担任との連携をす
るなかで、【持続的・一般的に支援を展開していくこ
と】と記載されている。この研究では、校外学習に対
する事前学習を通級担当が自立活動をベースにした取
組の中で行い、その取組から通級担当と通常の学級の
担任が連携を行い、職員間の協働体制を促進していき、
インクルーシブ教育システムの構築にもつながってい
ると思われる。子どもの実態を相互理解するため、通
級と通常の学級が協働していく一考察になる研究であ
ると思われる。この研究は校外学習であったが、今後、
中学校では、このような通級と通常の学級とが協働し
ていくシステムを学習面などに広げていくことが大切
だと思われ、通級担当者、及び通常の学級における指
導時間の余裕が課題となる。
６）鳴海（2019）の特徴10）

＜目的と結論＞
　この論文の目的については2010年に鳴海が実施集計
した中学校の全国調査を整理し、【中学校通級指導教
室が持つべき役割や機能を明確にし、通級指導教室の
今後の充実に資するための指標となるスタンダードモ

デルを試作すること】と記載されている。
　この論文の結論として、【通級の機能として「自立
活動」「教科の補充」という本来通級の指導上の役割
と検査・本人保護者ニーズの把握・個別の指導計画の
作成、保護者や学校への情報提供・指導計画の再検討
といった指導上の具体的な流れが含まれる「指導環境
の充実」がまず充実して行われることが出発点となり

「個別指導の充実」が図られるものと考えられる。】こ
と、【「個別指導の充実」という役割と機能が充実され
ればされるほど、個別指導以外の通級の役割と機能と
して他の関係機関や学級との連携が重要になってく
る。】こと、さらに【教科の補充も重要だが、今求め
られる研修は「自立活動」の指導の充実とアセスメン
トから個別の指導計画の再検討までの「指導環境の充
実」であると思われる。】と記載されている。また【今
回作成したモデルは、通級の類型や進

（ マ マ ）

呈状況、地域性
等を考慮したものではない。】と記載されている。
＜評価＞
　地域性を考慮せず、通級の役割を明確にしているこ
とは、これから先、通級をやっていくうえで指針とな
ると思われる。また、【「自立活動」「教科の補充」な
どが充実することが最優先とされる。】と記載されて
いるように、通級の役割が「自立活動」を踏まえてい
ることが重要な点で、決して学力補充でないことは、
鳴海の記述からもエビデンスとなると言えよう。
　中学校の通級担当者に、通級の機能及び役割に関す
るアンケートを実施し、最も適切なモデルと考えられ
るMIMICⅡモデルパスを用いて解析している。その
目的として、通級に関して、地域性が異なることによ
る評価の難しさがあるため、全国的な評価スタンダー
ドを試作している。その結果として、通級では、「自
立活動」「教科の補充」という本来の指導上の役割お
よび指導上の具体的な計画などの流れを含む「指導環
境の充実」がまず行われ、それが出発点となり、「個
別指導の充実」が図られていると考察している。さら
に「個別指導が充実」することで、他の関係機関や学
級との連携が重要になってくると指摘している。すな
わち、「関係機関との連携」「コンサルテーション」「教
室の運営管理」といった、生徒にとっては間接的であ
る役割と機能が重要になってくる。ただし、あえて言
うならば、本研究では思春期に入った中学生の特性に
ついては十分な考慮がなされていない。思春期という
時期は、他者の視線を気にしはじめる時期であり、通
級に通うこと自体がとても大きなイベントとなるた
め、それを如何に他者に知られることなく提供できる
のか、といった配慮も必要になってくるように思われ
る。実際に通級に通う中学生にとって、どの程度有効
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な支援が得られ、しかも本人の自尊感情を傷つけるこ
となく支援が提供できるのか、などについての研究も
今後必要になってくるであろう。

Ⅳ．まとめ

１．6件の先行論文について
　6件の先行論文について、それぞれの論文の特徴を
見た中で、年代を追っていくごとに、通級での課題を
どうしていくか、具体的に成功した事例を紹介した結
果を論じていた。なかには、教師の視点ではなく、ま
ちづくりの立場として障害者教育をテーマに論じてい
るものもあり、通級の理解の広がりも感じられる。し
かし、反面、鳴海（2019）が述べているように、論文
の大半は事例が多く、スタンダードモデルはまだまだ
これから構築されていくことになると思われる10）。
２．中学校の通級の取組で必要なこと
　先行研究を調べた結果、中学校の通級の取組で必要
なことを、１）連携、２）教師にとっての教育的効果、
３）組織、４）中学校の通級の役割の4点にまとめた。
１）連携
　  　18件の先行論文をみると、17件が「連携」につい

て述べている。校内の連携、進路先（高校）、保護
者との連携、専門機関との連携等、「連携」なしでは、
通級の支援は難しいということを、改めて認識する
ことができた。それでは通級担当者はどこと「連携」
をしていけばよいかということであるが、先行論文
で多いのは、通常の学級の担任及び教科担任、すな
わち校内での「連携」が重要ではないかと思われる。

　  　中学校において、通級はかなり認知されてきてい
ると思う。しかし、「連携」として考えると、生徒
指導や部活動指導に追われた教師集団のなかで、通
級で個別に対応していることが、ともすれば個別だ
からできる、通級にまかせておけばよいという風潮
もあると佐々木ら（2012）は述べている５）。課題の
ある生徒を通級にまかせておけばいい、という状況
のままでは、「連携」にはつながっていかないと思
われる。筆者自身「通級は担任を楽にする。」とい
うコメントを実際受けている。通級はあってよかっ
たという一定の評価は感じられるものの、まだまだ

「連携」していこうというところまでには至ってい
ないと感じている。

　  　実際、通級担当者は校務分掌、学年配当、部活指
導等の軽減、もしくは外れるなどの配慮がなされる
が、このことは、学校のなかで、担当者を孤立させ
かねないところがあるのも事実である。また、どう
しても問題行動のある生徒に対しての指導に力が注
がれるのも事実であるが故、教師が生徒に対し、一

律に同じ指導をしていくことも強いられるところも
ある。通級から見て必要な個別の対応が、なかなか
理解されず認められにくいところもあり、「連携」
については時間がかかり、難しさの要因と考える。

　  　そういった背景があるなかで、都築ら(2017)が
行った校外学習の論究は、今後中学校の通級担当者
と通常の学級担任や教科担任との連携の一考となる
と思われる。特別支援学級生に対して、現場では行っ
ているところもあるが、通級の生徒に対して、行事
を通して連携を図ることは、通常の学級担任には生
徒の変化がわかりやすいことから、具体的な支援を
考えていけると思われる。ただ、通級の生徒は学習
面の課題をもつ生徒も多いので、横山ら（2015）が
行ったような公開授業は啓発とともに、通常の学級
担任や教科担当に自立活動を理解してもらいなが
ら、学習面での連携につながっていくのではないか
と考える。

　  　校内の「連携」以外に、「進路先（高校）」「保護者」
「関係機関」はほぼ同じ割合で述べられていた。「進
路先（高校）」に関しては、中学校ならではの通級
の役割であり、それに向けて個別の教育支援計画の
作成の充実は深めていかなければならないと思われ
る。より分かりやすく、要点を絞った書き方を研究
していくことは今後必要と思われる。とともに、通
級担当者の専門性はより一層求められると思われ
る。また、進路先（高校）に対して、通級の理解啓
発をしていく必要があると思われる。ようやく中学
校の通級が認知されてきつつあるが、高校では通級
を知らない教員が多いと思われる。通級のことを認
知してもらえるように、中学校と高校の生徒の連絡
会等で啓発していくとともに、高校の特別支援教育
コーディネーターにも、中学校側から発信していき
たい。

　  　「保護者」に関しては、生徒を中心に据えて、保
護者とともに考えていくことが重要なので、保護者
の「連携」なしには生徒の個に応じた支援はできな
いと思われる。鳴海（2019）では通級担当者に求め
られる専門性とはいかなるものかに対し、【一般教
員が備えておかなければならないのは児童の教授と
保護者への対応である】と記載されている10)。また
鈴木ら(2016)が保護者の心理状態への配慮や障害へ
の理解促進が必要であると述べているように、個々
の生徒を中心に据えて、保護者との関係性を良好に
していくことが、「連携」につながると思われる。

２）教師にとっての教育的効果
　  　横山ら（2015）では通級指導の公開授業６）、都築

ら（2017）では自立活動をベースとした体験学習の
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事例９）を述べていて、通級を知らない教師が理解
していくプロセスの一考察として、今後通級担当者
の取組として有効なものとしてとらえられた。これ
は、「連携」とともに、次に述べる「組織」にもつ
ながっており、大きな教育効果が見られている事例
である。そしてそのような「連携」において、通常
の学級の担任との関わりの中で、個別の指導計画、
個別の教育支援計画を作成するにあたり、お互いの
意見を聞きながら、作成していくことが、今後の課
題であるとしている。

　  　都築ら（2017）では、どちらかというとソーシャ
ルスキルの改善が教師にとっての教育的効果が表れ
た事例であるのに対し、横山ら（2015）では、学習
面の改善であると言える。

　  　また、通級指導を受けている生徒に対し、通常の
学級の担任はもちろんのこと、教科担任も生徒に対
する見方が変わってくる。横山ら（2015）では、校
内の職員に対する理解啓発のため、通級指導の公開
授業を行ったが、その結果のなかに、【参観した職
員は、生徒に対する見方が変わり、支援のあり方に
よって生き生きと学習できる生徒であるという見方
ができるようになった。】と記載されている６）。こ
れらのことから、通級担当者から、理解してもらう
目的をはっきりさせていくことで、教師にとっての
教育的効果が表れると思われる。

３）組織
　  　「組織」の構築は重要である。そのための「理解」

と「体制作り」は両輪である。通級指導の公開授業
を述べた横山ら（2015）の事例は、教師の「理解」
を求めた事例である６）。中学校教師は学年として、

「組織」で動いている。通級が「理解」されれば、「体
制作り」の構築は早いのではないかと考える。しか
し通級担当者は中学校ではまだ新しいポジションで
あるため、教師の理解がすぐには難しいと思われる。
そのなかで、鈴木ら（2016）は、通級担当者のリー
ダーシップが重要と述べている。通級担当者がコー
ディネーターを兼務することが、【特別支援教育を
推進していく上での重要なキーパーソンである】と
述べ、コーディネーターを兼務することが【「学校
全体における特別支援教育の推進」の面で大きなメ
リットがあると考えられる。】と記載されている７）。
通級担当者がコーディネーターとして動くことで、
学校の中での立場がわかりやすくなり、コーディ
ネーターとして発信もしやすくなり、通級に関する
校内委員会等での発信、生徒指導部との連携など、

「体制作り」はやりやすくなると考えられる。
　  　増田（2016）の論文には【インクルーシブ教育を

具現する制度の一つが通級における指導である。】、
また【通級利用できる環境づくりが中学校の課題に
なる。】と記載されている８）。増田はインクルーシ
ブ教育を具現する制度の一つとして通級を挙げてい
る。校内の体制作りがうまくいくことで、通級を利
用できる環境づくりを広げていくことに繋がり、支
援が必要な生徒にも適切な指導が行われるという意
味も含めて、インクルーシブ教育が地域に広がって
いくと思われる。

４）中学校通級の役割
　  　中学校通級の役割は、表１で表したように、先行

論文では心理的な発達に並行して、「自己理解」の
重要性、高校受験に関わって「進路」の項目が多く
なること、また小学校に引き続き「学習」の支援の
必要性が見られた。

　  　中学校通級の役割では、「学習」はもちろん重要
である。これは「進路」にも繋がるし、「学習」の
支援を行うことで、自分の学習方法を自分で身に付
ける、自分だけが困っているのではない、安心の上
での学習で自分のことを落ち着いてフィードバック
できるなど「自己理解」に繋がっていると思われる。

　  　「学習」を中核において「進路」「自己理解」とい
う関係性はもちろん重要であるが、筆者は「自己理
解」がもっとも重要なキーワードと考える。それは、
今回の先行論文でも同じぐらい「二次障害」「思春
期対応」「不登校」「個のニーズ」「自立活動」「合理
的配慮」の項目は上がっていて、「自己理解」が「不
登校」の対応、「思春期対応」に繋がっていると考
えるからである。「自立活動」のなかに「自己理解」
があるが、「思春期対応」については、佐々木ら（2012）
で述べられていたように、思春期の難しさとしたう
えで、「通級による指導」で正しい自己理解につな
げる支援が中学校通級の役割と考えている５）。

　  　また自己理解に繋がる支援の一つである個別の対
応が「自立活動」の項目である「心理的な安定」に
繋がり、自分らしさを取り戻していけるところに繋
がる。筆者が通級に通った生徒13名にアンケートを
取ったところ、通級にきてよかった、と全員が述べ
ており、生徒自身を見てもらっているところが、安
心できる場として実感しているのではないかと考え
る。そのうえで、「個のニーズ」「合理的配慮」がつ
いてきて、「二次障害」も防ぐ一つの場所となるの
ではないかと思われる。

Ⅴ．おわりに

　中学校の通級に関する先行研究を通して、中学校の
通級が開始されてから、通級についてどのように教師
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間に浸透して、理解を得ているのか、さらには中学校
の通級の役割は何かについて、明らかにすることがで
きた。
　通級に通った方がいいと思われるが、すぐに理解を
示さない生徒へのアプローチが今後の課題と思われ
る。実際、中学校では目の前の受験のために、通級で
の学習を選んでいる生徒もいるのも事実である。筆者
が行った指導において、そういう生徒に対し、本人の
ニーズを聞きながらも、自己理解を促しながら、自分
で学習方法を見つけることを大切にしていることで、
生徒は徐々に通級における支援の有用性を実感してい
ると思われる。
　しかし、通級に通うことが自尊感情を下げる場合が
ある生徒については、放課後等での対応などを考慮し
ていくこと、個々に話をしていくことで理解を得るこ
とは当然であるが、その間に入るのは、通常の学級の
担任である。通常の学級の担任が話を切り出さない限
り、支援が必要と思われても一歩を踏み出せないから
である。通級を利用した担任から、まだ利用していな
い担任へ広めていってもらえるような仕組みを考える
ことは必要と思われた。
　また、今後、コーディネーターのリーダーシップは
重要と考える。鈴木ら（2016）が結論として、コーディ
ネーターのリーダーシップ及び兼務の意義を述べてい
る３）。筆者の学校では、通級担当者もコーディネーター
として、通級に関わる校内委員会の呼びかけ、また生
徒指導部会の一員として会議には参加している。この
ことはこれからの通級担当者のあり方に繋がっている
ことがわかった。
　今後、思春期対応の難しさのなかで、支援の必要な
生徒に対し、通級指導の必要性をどう働きかけていけ
ばいいかを理論的にまとめていくことを次の課題とし
て取り組んでいきたいと思う。
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